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令和６年度改定事項について
今年度は、介護保険制度改正により運営基準や介護報酬改定がありましたの
で、改定事項に係る資料を掲載します。
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　　※本資料は、厚生労働省作成の資料「令和６年度介護報酬改定における
改定事項について」及び関連する解釈通知や留意事項通知等を抜粋して
編集しています。



１　全サービス共通
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①　人員配置基準における両立支援への配慮

＜参考＞厚生労働省ホームページ＿治療と仕事の両立ガイドライン

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/fuideline/
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②　管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

＜解釈通知【第２_2(2)】＞
　当該事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が他の事業所の職務に従事する場合
（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務
に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、他の事業所とは、必ずしも指
定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療
所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない
限り認められるものである。
　管理者は、事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要が
あるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在と
なる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要
がある。
　また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者と
兼務する場合（当該訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を
除く。）及び事故発生時や災害発生等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定
居宅介護支援事業所又は利用者の居宅に駆け付けることができない体制となっている場合
は管理者の業務に支障があると考えられる。また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護
支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設
の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。
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③　いわゆるローカルルールについて

＜令和6年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ Vol.１）（令和６年３月15日）＞
○人員配置基準等に関するいわゆるローカルルール

問183 人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて、どのような取扱いとするべきか。

（答）
・介護保険法上、介護事業所・施設等が介護保険サービスを提供するためには、自治体が条例で定めた基
準を満たすものとして、都道府県等からの指定を受ける必要がある。自治体が条例を制定・運用するに当
たっては、①従うべき基準、②標準、③参酌すべき基準に分けて定められる国の基準（省令）を踏まえる必要
がある。
・このうち人員配置基準等については、①従うべき基準に分類されている。したがって、自治体は、厚生労働省
令で定められている人員配置基準等に従う範囲内で、地域の実情に応じた条例の制定や運用が可能であ
る一方、こうしたいわ ゆるローカルルールについては、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情
に応じた内容とする必要がある。
・そのため、いわゆるローカルルールの運用に当たり、自治体は、事業者から説明を求められた場合には、当
該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにする必要がある。
・また、いわゆるローカルルールの中でも特に、管理者の兼務について、個別の事業所の実態を踏まえず一律
に認めないとする取扱いは適切でない。
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④　「書面掲示」規制の見直し

＜解釈通知【第２_３(18)①】＞
ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。
なお、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイト
への掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。

　　　イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用
者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。

　　　ロ 介護支援専門員の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲
示する趣旨であり、介護支援専門員の氏名まで掲示することを求めるものではないこ
と。

　　　ハ 介護保険法施行規則第140条の44各号に掲げる基準に該当する指定居宅介護支
援事業所については、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことか
ら、基準省令第22条第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこ
と。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１項の規定による掲示は行う
必要があるが、これを同条第２項や基準省令第31条第１項の規定に基づく措置に代
えることができること。



２　サービス別改定事項 _1
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２　サービス別改定事項 _2
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①　居宅介護支援における
特定事業所加算の見直し _1
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①　居宅介護支援における
特定事業所加算の見直し _2
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①　居宅介護支援における
特定事業所加算の見直し _3

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol. １（令和６年３月15日）
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②　居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介
護予防支援を行う場合の取扱い（予防のみ） _1
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②　居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介
護予防支援を行う場合の取扱い（予防のみ） _2
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②　居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介
護予防支援を行う場合の取扱い（予防のみ） _3

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol. １（令和６年３月15日）
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③　他のサービス事業所との
連携によるモニタリング
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④ 入院時情報連携加算の見直し _1



20

④ 入院時情報連携加算の見直し _2

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol. １（令和６年３月15日）
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⑤ 通院時情報連携加算の見直し
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⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
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⑦ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 _1
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⑦ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 _2

＜留意事項通知【第３_９】＞
　業務継続計画未策定減算については、指定居宅介護支援等基準第19
条の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌
月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）
から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利
用者全員について、所定単位数から減算することとする。
　なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、当該減算は適用し
ないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。　
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⑧　高齢者虐待防止の推進 _1
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⑧　高齢者虐待防止の推進 _2

＜留意事項通知【第３_８】＞
　高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発
生した場合ではなく、指定居宅介護支援等基準第27条の２に規定する措置を講
じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体
的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催してい
ない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための
年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施する
ための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県
知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都
道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月
までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。　
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⑨　身体拘束等の適正化の推進

＜解釈通知【第２_３(８)③】＞
　緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等と
してこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくこと
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⑩　ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
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⑪　テレワークの取扱い
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⑫　公正中立性確保のための取組の見直し
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⑬　介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）
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⑭　介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）
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⑮　同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
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⑯　特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山
間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

※伊勢市内に該当地域はありません。
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⑰　特別地域加算の対象地域の見直し

※伊勢市内に該当地域はありません。


